
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場（温泉施設）の入湯客に対して課される目的税です。

この税は、鉱泉浴場の保護管理施設、消防施設の整備や観光の振興などの財源として活用していま
す。

■ 入湯税を納める人（納税義務者）
鉱泉浴場（温泉施設）に入湯する人

■ 税率
宿泊を伴う入湯 1人 1日 150円
日帰りの入湯 1人 1日 70円

■ 入湯税がかからない人
次の人には入湯税がかかりません。
①12歳未満の人
②客間を利用しない一時入湯者
③学校（大学除く。）行事として行われる修学旅行等において入湯する児童、生徒、学生

■ 納税の方法
鉱泉浴場の経営者（特別徴収義務者）が、鉱泉浴場に入湯する入湯客から受け取って、翌月 15

日までに申告し、納めていただきます。

■ 申告書の提出先
うきは市役所 税務課資産税係（☎0943-75-4977）

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1565231114/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUUzJTgzJTk5JUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJUFCJUUzJTgzJTg3JUUzJTgzJUJDJUUzJTgyJUJGL3BhZ2UvMTQyLz9zc29ydD1fcG9zdF9kYXRlX2dtdC1wcCZhbXA7c2Rpcj1kZXNj/RS=%5eADBsl7UY8FT3brbBJ4CfeYaRfP2UyU-%3B_ylt=A2RCMZKJNkpd0SAAuBSU3uV7

